
多子世帯の県内大学等授業料減免制度の変更予定について

〇令和７年度から、国制度における授業料等の減免額の対象に関して、子どもを
３人以上扶養している世帯について所得制限が撤廃されます。

〇これに伴い、県制度が下記のとおり変更になります。（県の支援は授業料のみ）

（詳細は下記ホームページをご覧ください。）

（https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/daishi/daigakujugyouryoumusyou.html）

※国制度：高等教育の修学支援新制度

※上記世帯年収目安は、両親・本人（18歳）・中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合の目安であり、
家族の人数や年齢等の世帯構成などで実際に対象となる年収は変わりますので、ご注意ください。
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【問合せ先】

福井県総務部大学私学課（TEL：0776-20-0245）（平日 9:00～17:00）

※令和６年度から変更なし
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